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在宅医療における患者紹介等の報告様式について 

 

 

在宅医療を行う保険医療機関が、在宅医療を要すると考えられる者が多く入居する集合住

宅等を所有または管理している民間事業者及び当該事業者と特定の関係のある事業者との

間で、患者の紹介に係る有償契約を結び、当該事業者から集中的に患者の紹介を受けている

という情報があり、こうした行為は保険医療機関の選択に係る患者の行動を制限するおそれ

があるなど、望ましくない場合があることを懸念し、患者の選択を制限するおそれがある事

案等、不適切な事案を把握した際に、厚生労働省保険局医療課まで連絡するよう、平成２３

年２月１５日付けで、関係行政機関等に対し厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出さ

れましたことは、平成２３年２月２５日付け（保 223）「在宅医療における患者紹介等につ

いて及び特別訪問看護指示書の交付について」により、都道府県医師会社会保険担当理事あ

てにご案内申し上げたところであります。 

今般、厚生労働省におきまして、不適切な事案等を把握した場合の報告様式が作成され、

関係行政機関等に周知されましたのでご連絡申し上げます。 

また、都道府県の介護担当部局に対しても協力依頼を行い、不適切な事案を把握した場合

には、地方厚生（支）局まで報告することが追加されております。 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 在宅医療における患者紹介等の報告様式について 

 （平 25.8.28 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

  

＜参考＞ 

 ・在宅医療における患者紹介等について 

 （平 23.2.15 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 ・介護保険３施設の概要・高齢者の住まいについて 

  （第 45回介護保険部会資料（H25.6.6）より） 



事 務 連 絡

平 成 2 5 年 ８ 月 2 8 日

地 方 厚 生 ( 支 ) 局 医 療 課

都道府県民生主管部（局）

国民健康保険主管課（部） 御中

都道府県後期高齢者医療主管部（局）

後期高齢者医療主管課（部）

厚生労働省保険局医療課

在宅医療における患者紹介等の報告様式について

少子高齢化が進む中、多くの保険医療機関においては、在宅医療の推進にご

尽力いただいているところです。一方で、在宅医療を行う保険医療機関が、在

宅医療を要すると考えられる者が多く入居する集合住宅等を所有又は管理して

いる民間事業者及び当該事業者と特定の関係のある事業者との間で、患者の紹

介に係る有償契約を結び、当該事業者から集中的に患者の紹介を受けている等

の事案については、患者が保険医療機関を選択できないこと、過剰な診療を行

うこと等につながる場合もあるため、健康保険法等の趣旨からみて不適切と考

えています。そのため、このような事例を把握した場合には、「在宅医療にお

ける患者紹介等について」（平成23年2月15日付け事務連絡）により、当課企画

法令第一係までご連絡いただくこととしているところです。

今般、当該事案の報告様式を作成しましたので、在宅医療において患者紹介

等が行われ、患者の選択を制限するおそれがあると考えられる事案、又は過剰

な診療を惹起するおそれがあると考えられる事案を把握されました場合には、

別添様式により、当課企画法令第一係までご連絡いただくとともに、本事務連

絡の内容の保険医療機関、管下市町村、関係機関、関係団体等へのご周知をお

願いします。また、都道府県の介護担当部局にも協力を依頼しており、都道府

県の介護担当部局において、当該事案を把握した場合には、地方厚生（支）局

に報告することとなっておりますので、十分に連携いただくようお願いいたし

ます。

なお、本事務連絡については、日本医師会、日本歯科医師会及び日本薬剤師

会にも送付済みであることを念のため申し添えます。



※「特別の関係」とは、両者の代表者が同一の場合、両者の代表者が親族等の場合、両者の役員等のうち他方の役員等の親

族等の占める割合が10分の3を超える場合、人事・資本等の関係を通じて経営方針に重要な影響を与えることができると認め

られる場合をいう。

○１ヶ月あたりの当該施設への訪問診療回数：（　　　　　　　　　）回

○施設類型：（　養護老人ホーム　　・　　軽費老人ホーム　　・　　有料老人ホーム

　　　　　　　　　　認知症高齢者グループホーム　　・　　サービス付き高齢者向け住宅

　　　　　　　　　　賃貸住宅等（サービス付き高齢者向け住宅を除く）　　・　　その他（　　　　　　　　））

厚生局（事務所）名称

対象施設等

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

患者紹介の仲介者

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

備考

＊該当するものに丸。

その他、

把握した情報等を具体的

に記載

○その他：

○把握後の貴組織としての対応：（　　把握のみ　　　・　　対応　　）　

○上記で、「対応」の場合、具体的な内容：

○法人種別：（　医療法人　　・　　社会福祉法人　　・　　株式会社又は有限会社（介護関連）

　　　　　　　　　　株式会社又は有限会社（不動産、建設業）　　・　　NPO法人

　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

○対象施設等との関係：（　対象施設等自身　　・　　仲介者と特別の関係※　　・　　グループ法人

　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

○上記以外の情報：

○対象施設等における1人あたりの平均診療時間：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）時間（　　　　　　　　　）分

患者紹介を受けた

医療機関等

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

在宅医療における患者紹介等の事案の報告について（平成　　　　年　　　　月）

特定の医療機関等が医行

為等を行うことによって

発生している問題

（不適切事例）

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

概要

＊わかる範囲で、該当する

ものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

○患者紹介等の契約書、覚書：（　 有　 ・　 無　 ）　　　○独占契約の有無：（　 有　 ・　 無　 ）

○医療機関に対して勧誘を行った主体：

（　対象施設等　・　それ以外の仲介者　・　医療機関側から持ちかけた　・　その他（　　 　　　）　）

○（それ以外の仲介者からの勧誘の場合）

　　　医療機関から仲介者に対する仲介料の支払い　　（　　有　　・　　無　　）

○医療機関から対象施設等に対する支払額：

　　　　　　　　（１人あたりの額（　　　　　　　　　　円）　・　保険請求額に対する割合：（　　　　　　割））

○対象施設等における訪問診療の対象患者数：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回あたり（　　　　　　　人）　　　・　　　1ヶ月あたり（　　　　　人）

○対象施設等における訪問診療の対象患者割合：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施設入居者数（　　　　　　　　　人）の（　　　　　　　　　割））

　　患者による医療機関等の選択を制限するおそれ　　・　　過剰診療を惹起するおそれ

　　診療の質の低下を惹起するおそれ　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

医科（　　病院　　・　　有床診療所　　・　　無床診療所　　）　　・　　歯科　　・　　薬局

　　　　訪問看護ステーション　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　厚生局　　　　　　　　　　　　　　　　事務所

通報者名　・　連絡先                 氏名：（                                   ）　連絡先：（                                     ）



対象施設等

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

○施設類型：（　養護老人ホーム　　・　　軽費老人ホーム　　・　　有料老人ホーム

　　　　　　　　　　認知症高齢者グループホーム　　・　　サービス付き高齢者向け住宅

　　　　　　　　　　賃貸住宅等（サービス付き高齢者向け住宅を除く）　　・　　その他（　　　　　　　　））

在宅医療における患者紹介等の事案の報告について（平成　　　　年　　　　月）

厚生局（事務所）名称 　　　　　　　　　　　　　　　厚生局　　　　　　　　　　　　　　　　事務所

通報者名　・　連絡先                 氏名：（                                   ）　連絡先：（                                     ）

患者紹介の仲介者

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

○法人種別：（　医療法人　　・　　社会福祉法人　　・　　株式会社又は有限会社（介護関連）

　　　　　　　　　　株式会社又は有限会社（不動産、建設業）　　・　　NPO法人

　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

○対象施設等との関係：（　対象施設等自身　　・　　仲介者と特別の関係※　　・　　グループ法人

　　　　　　　　　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

患者紹介を受けた

医療機関等

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

医科（　　病院　　・　　有床診療所　　・　　無床診療所　　）　　・　　歯科　　・　　薬局

　　　　訪問看護ステーション　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特定の医療機関等が医行

為等を行うことによって

発生している問題

（不適切事例）

＊該当するものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

　　患者による医療機関等の選択を制限するおそれ　　・　　過剰診療を惹起するおそれ

　　診療の質の低下を惹起するおそれ　　・　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

概要

＊わかる範囲で、該当する

ものに丸。

「その他」については

具体的に記載。

○患者紹介等の契約書、覚書：（　 有　 ・　 無　 ）　　　○独占契約の有無：（　 有　 ・　 無　 ）

○医療機関に対して勧誘を行った主体：

（　対象施設等　・　それ以外の仲介者　・　医療機関側から持ちかけた　・　その他（　　 　　　）　）

○（それ以外の仲介者からの勧誘の場合）

　　　医療機関から仲介者に対する仲介料の支払い　　（　　有　　・　　無　　）

○医療機関から対象施設等に対する支払額：

　　　　　　　　（１人あたりの額（　　　　　　　　　　円）　・　保険請求額に対する割合：（　　　２　　割））

○対象施設等における訪問診療の対象患者数：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回あたり（　　　５　　　人）　　　・　　　1ヶ月あたり（　　　　　人）

○対象施設等における訪問診療の対象患者割合：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（施設入居者数（　　　５０　　　　人）の（　　　　５　　　　割））

○対象施設等における1人あたりの平均診療時間：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）時間（　　約５　　　　　）分

○１ヶ月あたりの当該施設への訪問診療回数：（　　　約５　　　　　）回

○上記以外の情報：○○という仲介業者が勧誘をしているようだが、複数の医療機関から、

当該仲介業者の勧誘を受けたという情報あり。契約書を入手したので、別添に添付。

※「特別の関係」とは、両者の代表者が同一の場合、両者の代表者が親族等の場合、両者の役員等のうち他方の役員等の親

族等の占める割合が10分の3を超える場合、人事・資本等の関係を通じて経営方針に重要な影響を与えることができると認めら

れる場合をいう。

備考

＊該当するものに丸。

その他、

把握した情報等を具体的

に記載

○把握後の貴組織としての対応：（　　把握のみ　　　・　　対応　　）　

○上記で、「対応」の場合、具体的な内容：

○その他：患者から、診察内容等に対する疑問が寄せられているため、他の患者からも

同様の申し出があれば、必要に応じて、事実確認の上、対応を検討する予定。

【記載例】



事 務 連 絡

平成 2 3年２月 1 5日

地方厚生（支）局医療課 御中

厚生労働省保険局医療課

在宅医療における患者紹介等について

最近、在宅医療を行う保険医療機関が、在宅医療を要すると考え

られる者が多く入居する集合住宅等を所有又は管理している民間事

業者及び当該事業者と特定の関係のある事業者との間で、患者の紹

介に係る有償契約を結び、当該事業者から集中的に患者の紹介を受

けているとの情報が寄せられているところです。

こうした行為については、患者が保険医療機関を選択する際に、

当該事業者により一定の制限が行われるおそれがあり、また、不必

要な往診を行う等の過剰な診療を惹起する原因となる可能性がある

こと等から、望ましくない場合があると考えております。

各地方厚生(支)局におかれましては、患者の選択を制限するおそ

れがあると考えられる事案、又は過剰な診療を惹起するおそれがあ

ると考えられる事案を把握されました場合には本省医療課企画法令

第一係までご連絡いただくとともに、本事務連絡の内容を保険医療

機関へ周知する等の対応をよろしくお願いいたします。

なお、本事務連絡については、(社)日本医師会、(社)日本歯科医

師会及び(社)日本薬剤師会にも送付済であることを念のため申し添

えます。



特別養護老人ホーム 老人保健施設 介護療養型医療施設

基本的性格
要介護高齢者のための生活施
設

要介護高齢者にリハビリ等を提
供し在宅復帰を目指す施設

医療の必要な要介護高齢者の長
期療養施設

定義

65歳以上の者であって、身体上
又は精神上著しい障害があるた
めに常時の介護を必要とし、か
つ、居宅においてこれを受けるこ
とが困難なものを入所させ、養
護することを目的とする施設

【老人福祉法第20条の5】

要介護者に対し、施設サービス計
画に基づいて、看護、医学的管理
の下における介護及び機能訓練
その他必要な医療並びに日常生
活上の世話を行うことを目的とす
る施設

療養病床等を有する病院又は診
療所であって、当該療養病床等
に入院する要介護者に対し、施設
サービス計画に基づいて、療養上
の管理、看護、医学的管理の下
における介護その他の世話及び
機能訓練その他必要な医療を行
うことを目的とする施設

【旧・医療法第7条第2項第4号】

介護保険法上の類型
介護老人福祉施設

【介護保険法第8条第26項】
介護老人保健施設

【介護保険法第8条第27項】
介護療養型医療施設

【旧・介護保険法第8条第26項】

主な設置主体
地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

医療法人

地方公共団体

医療法人

居室面積

・定員数

従来型
面積／人 10.65㎡以上 8㎡以上 6.4㎡以上

定員数 原則個室 ４人以下 ４人以下

ユニット
型

面積／人 10.65㎡以上

定員数 原則個室

医師の配置基準 必要数（非常勤可）
常勤１以上

100:1以上
３以上

48:1以上

施設数（H24.10）※ 7,552件 3,932件 1,681 件

利用者数（H24.10）※ 498,700 人 344,300 人 75,200 人

※介護給付費実態調査（10月審査分）による。

介護保険３施設の概要

1出典：第４５回介護保険部会資料（平成２５年６月６日）より



①サービス付き

高齢者向け住宅
②有料老人ホーム ③養護老人ホーム ④軽費老人ホーム

⑤認知症高齢者

グループホーム

根拠法 高齢者住まい法第５条 老人福祉法第29条 老人福祉法第20条の4
社会福祉法第65条

老人福祉法第20条の6

老人福祉法第5条の2

第６項

基本的性格 高齢者のための住居 高齢者のための住居
環境的、経済的に困窮し
た高齢者の入所施設

低所得高齢者のための住
居

認知症高齢者のための共
同生活住居

定義

高齢者向けの賃貸住宅又
有料老人ホーム、高齢者
を入居させ、状況把握
サービス、生活相談サー
ビス等の福祉サービスを
提供する住宅

老人を入居させ、入浴、
排せつ若しくは食事の介
護、食事の提供、洗濯、
掃除等の家事、健康管理
をする事業を行う施設

入居者を養護し、その者
が自立した生活を営み、
社会的活動に参加するた
めに必要な指導及び訓練
その他の援助を行うこと
を目的とする施設

無料又は低額な料金で、
老人を入所させ、食事の
提供その他日常生活上必
要な便宜を供与すること
を目的とする施設

入居者について、その共
同生活を営むべき住居に
おいて、入浴、排せつ、
食事等の介護その他の日
常生活上の世話及び機能
訓練を行うもの

介護保険法上

の類型

なし

(有料老人ホームの基準を
満たす場合、特定施設入
居者生活介護が可能)

※外部サービスを活用

特定施設入居者生活介護

※外部サービスの活用も可

認知症対応型

共同生活介護

主な設置主体
限定なし

（営利法人中心）

限定なし

（営利法人中心）

地方公共団体

社会福祉法人

地方公共団体

社会福祉法人

知事許可を受けた法人

限定なし

（営利法人中心）

対象者

次のいずれかに該当する単
身・夫婦世帯

・60歳以上の者

・要介護/要支援認定を受
けている60歳未満の者

老人

※老人福祉法上、老人に
関する定義がないため、
解釈においては社会通念
による

65歳以上の者であって、
環境上及び経済的理由に
より居宅において養護を
受けることが困難な者

身体機能の低下等により自
立した生活を営むことにつ
いて不安であると認められ
る者であって、家族による
援助を受けることが困難な
60歳以上の者

要介護者/要支援者であっ
て認知症である者（その
者の認知症の原因となる
疾患が急性の状態にある
者を除く。）

１人当たり面積 25㎡ など 13㎡（参考値） 10.65㎡
21.6㎡（単身）

31.9㎡（夫婦） など
7.43㎡

医療提供体制 －

・協力医療機関

(参考：協力内容に医師の
訪問による健康相談、健
康診断が含まれない場合
には別に嘱託医を確保)

・配置医

・協力病院
・協力医療機関

・協力医療機関

・特養、老健、病院等と
の 連携及び支援体制の
整備

高齢者の住まいについて

2出典：第４５回介護保険部会資料（平成２５年６月６日）より 一部改変


